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【手続補正書】
【提出日】平成29年1月10日(2017.1.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パックされた食品を製造する方法であって：
　食品を少なくとも１００℃の温度で調理するステップ；
　３％未満の酸素を含有し、かつ少なくとも１２０℃の温度を有する過熱蒸気雰囲気中に
、調理された前記食品を導入するステップ；
　前記食品を０．７０～０．９２の範囲のａｗ値まで乾燥するステップ；
　前記過熱蒸気雰囲気中で、前記食品を包装容器内に包装し、前記包装容器を気密的に封
止するステップ
を有してなる、方法。
【請求項２】
　乾燥中の前記過熱蒸気雰囲気が少なくとも１３０℃の温度に維持される、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記食品が、水、飽和蒸気又は過熱蒸気中で調理される、請求項１又は２に記載の方法
。
【請求項４】
　前記食品が、エクストルーダ中で調理され、前記過熱蒸気雰囲気中に直接押し出される
、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
　前記食品が、少なくとも２０秒、３０秒、４０秒、１分、２分、５分又は１０分の乾燥
時間中に乾燥される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記食品が、少なくとも２分、３分、４分、５分又は１０分の間に、少なくとも６０℃
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、７０℃、７５℃、８０℃、８５℃、９０℃又は９５℃の温度において乾燥されることに
より、低温殺菌される、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記食品が、ａｗ≧０．８６のａｗ値まで乾燥される、請求項１～６のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項８】
　調理され、乾燥された前記食品が、いずれの防腐剤も添加することなく包装される、請
求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　保護ガスが前記包装容器に送り込まれる、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　２５～３５重量％の範囲の初期含水量を有する湿った食品が調理される、請求項１～９
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記食品の温度が、前記食品の調理から前記包装容器の密閉までの間、１００℃以上に
維持される、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記食品が、押し出されている間に調理される、請求項１～１１のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項１３】
　前記過熱蒸気雰囲気が、大気圧に維持される、請求項１～１２のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１４】
　Ｏ２に対して不浸透性のパッケージにパックされた食品であって、
　前記食品は、０．７０～０．９２の範囲のａｗ値を有し、
　前記パッケージが、保護ガスを含有する、食品。
【請求項１５】
　前記ａｗ値が０．８６以上である、請求項１４に記載の食品。
【請求項１６】
　前記保護ガスが、ＣＯ２又はＮ２である、請求項１４又は１５に記載の食品。
【請求項１７】
　前記パッケージの容器内部のガス空間内の酸素含有量が、３容量％以下である、請求項
１６に記載の食品。　
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